
平
成
二
十
五
年
十
二
月
四
日
提
出

質

問

第

一

二

二

号

法
曹
養
成
制
度
改
革
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

小

池

政

就

122



法
曹
養
成
制
度
改
革
に
関
す
る
質
問
主
意
書

法
曹
養
成
制
度
関
係
閣
僚
会
議
に
て
、
「
法
務
省
に
お
い
て
、
司
法
試
験
の
受
験
回
数
制
限
に
つ
き
、
法
科
大
学
院
修
了
又

は
予
備
試
験
合
格
後
五
年
以
内
に
五
回
ま
で
受
験
で
き
る
よ
う
緩
和
し
、
短
答
式
試
験
の
試
験
科
目
を
憲
法
・
民
法
・
刑
法
の

三
科
目
に
限
定
す
る
た
め
に
、
所
要
の
法
案
を
一
年
以
内
に
提
出
す
る
。
」
と
の
決
定
が
示
さ
れ
た
（
平
成
二
十
五
年
七
月
十

六
日
）
。

ま
た
、
法
曹
養
成
制
度
改
革
顧
問
会
議
（
第
三
回
）
に
て
、
「
司
法
試
験
の
論
文
式
試
験
に
つ
き
、
選
択
科
目
を
廃
止
す

る
」
と
の
案
お
よ
び
予
備
試
験
科
目
の
一
部
変
更
と
し
て
「
論
文
式
試
験
に
選
択
科
目
を
追
加
」
す
る
と
の
案
が
示
さ
れ
て
い

る
（
法
曹
養
成
制
度
改
革
顧
問
会
議
第
三
回
資
料
三－

一
参
照
）
。

な
お
、
「
改
正
法
施
行
時
に
既
に
法
科
大
学
院
修
了
等
か
ら
五
年
を
経
過
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
法
科
大
学
院
教
育
の
成
果

が
維
持
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
期
間
を
過
ぎ
て
い
る
た
め
、
受
験
資
格
を
復
活
さ
せ
る
経
過
措
置
は
と
ら
な
い
」
と
の
案
が
示

さ
れ
て
い
る
（
法
曹
養
成
制
度
改
革
顧
問
会
議
第
二
回
資
料
五－
二
参
照
）
。

一

前
記
の
決
定
お
よ
び
案
の
通
り
に
新
制
度
が
運
用
さ
れ
た
場
合
、
受
験
可
能
回
数
及
び
試
験
科
目
の
負
担
の
面
で
、
新
制

度
下
の
受
験
生
と
現
行
制
度
下
の
受
験
生
と
の
間
で
、
か
な
り
の
不
平
等
が
生
じ
る
。
か
か
る
不
平
等
の
是
正
の
た
め
に
、

一



何
ら
か
の
制
度
設
置
等
の
措
置
を
と
る
予
定
は
あ
る
の
か
。

二

前
記
不
平
等
の
是
正
の
た
め
の
措
置
が
と
ら
れ
な
い
場
合
、
現
行
制
度
の
下
で
司
法
試
験
に
三
度
不
合
格
に
な
り
、
「
改

正
法
施
行
時
に
既
に
法
科
大
学
院
修
了
等
か
ら
五
年
を
経
過
し
た
者
」
と
な
っ
た
者
に
と
っ
て
、
司
法
試
験
合
格
を
目
指
す

た
め
に
は
予
備
試
験
合
格
を
経
る
以
外
の
途
は
残
さ
れ
な
い
。

一
方
、
「
司
法
試
験
の
論
文
式
試
験
に
つ
き
、
選
択
科
目
を
廃
止
す
る
」
と
の
案
お
よ
び
予
備
試
験
科
目
の
一
部
変
更
と

し
て
「
論
文
式
試
験
に
選
択
科
目
を
追
加
」
す
る
と
の
案
を
採
用
し
た
場
合
、
新
制
度
下
の
受
験
生
に
と
っ
て
は
さ
ら
な
る

負
担
軽
減
に
つ
な
が
る
一
方
、
現
行
制
度
の
下
で
司
法
試
験
に
三
度
不
合
格
に
な
り
「
改
正
法
施
行
時
に
既
に
法
科
大
学
院

修
了
等
か
ら
五
年
を
経
過
し
た
者
」
が
三
回
の
受
験
で
は
諦
め
き
れ
ず
に
予
備
試
験
の
合
格
お
よ
び
司
法
試
験
の
突
破
を
目

指
す
場
合
に
は
、
さ
ら
に
負
担
が
増
加
す
る
こ
と
と
な
る
。

「
司
法
試
験
の
選
択
科
目
を
廃
止
す
る
こ
と
に
伴
う
も
の
」
（
法
曹
養
成
制
度
改
革
顧
問
会
議
第
三
回
資
料
三－

一
参

照
）
と
の
、
予
備
試
験
に
お
け
る
選
択
科
目
追
加
の
趣
旨
は
理
解
し
う
る
に
し
て
も
、
結
果
的
に
は
、
司
法
試
験
合
格
を
目

指
す
受
験
生
間
で
、
さ
ら
な
る
不
平
等
が
生
じ
る
の
で
は
な
い
か
。

右
質
問
す
る
。

二


